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CHINA SCIENCE PATENT & TRADEMARK AGENT LTD 

2024 年 1 月 18 日 

 
２０２３年１２月２１日、国家知識産権局は、改正版《専利審査指南（２０２３）》

を公表しました。その施行日が２０２４年１月２０日であります。 

今回の審査指南の改正は、全部で３８８節に係り、そのうち、１１９節が新設されま

した。また、今回の主な改正は、以下の３つの要点、即ち、第一に、専利法および実施細

則の改正との整合、第二に、審査プロセスおよび審査規則の最適化および改善、第三に、

新産業および新分野の発展への適応、及びイノベーションの主体のニーズへの対応に係

わる、審査基準の改正であります。 

なお、今回の審査基準の改正について、多くの内容に係われておりますため、審査実

務に即して、（Ⅰ）実体審査、（Ⅱ）予備審査、事務処理、復審手続、無効審判手続、及び

（Ⅲ）意匠の順に改正内容を紹介させていただきます。 

当該ニュースレターでは、（Ⅲ）意匠についての主な改正点を取り上げます。 

 

（※注：中国の「専利」は、日本の「特許・実用新案・意匠」に該当し、中国の「復

審」は、日本の「不服審判」に該当します） 

 

 

中科専利商標代理有限責任公司 

日本事務所  

TEL:06-6881-5550 

FAX:06-6881-5510  

e-mail: zhang@csptjp.com 
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２０２４年施行される専利審査指南対照説明表(III) 

——意匠部分 
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I.部分意匠に係わる出願書類の要件及び審査基準（第一部分第三章,第四部分第五章） 

1-1.出願書類の要件（第一部分第三章 4.4） 

２０２１年施行規定 ２０２４年施行改正概要 

部分意匠に係る関連規定無し 

 

製品名称： 

保護を求める部分とその所在の全体製品を明

記しなければならない。 

 

図面又は写真： 

全体製品の図面を提出し、破線と実線の組み

合わせまたは他の方式（例えば単一色の半透明

層若しくは異なるレンダリングカラー）で保護

を求める部分を表現しなければならず、 

保護を求める部分と他の部分との間に明確な

境界線がない場合、鎖線で境界線を表し、 

保護を求める部分が立体形状を含む場合、そ

の斜視図は明瞭でなければならない。 

 

簡単な説明及び公告図面： 

保護を求める部分を明記し、 

保護を求める部分の用途を明記し、 

鎖線で境界線を表すことを明記し、 

指定した公告図面は部分設計を含まなければ

ならない。 

中科コメント 

 部分意匠は、破線と実線との組み合わせ又は異なるレンダリングカラーなどの方式で表現す

ることができます。保護を求める部分は明確に示されるものでなければなりません。保護を

求める部分は、明確な境界線がない場合、鎖線で表すと規定されました。 

 部分意匠の名称は全体製品と保護を求める部分との両方の名称を含む必要があります。 

1-2.専利権を付与しない部分意匠（第一部分第三章 7.4） 

２０２１年施行規定 ２０２４年施行改正概要 

製品の分割できない部分、又は単独では販売

も使用もできない部分の設計に対しては、専利

権を付与することができない。 

製品に相対的に独立した領域を形成できない

部分、又は相対的に完全な設計ユニットを構成

できない部分の意匠（例えば、非立体形状（点、

線、面）（例えば、コップの取っ手の１本の折れ

線）、又は任意で切り取る（例えば、メガネのレ

ンズの）不規則な部分）は、専利権を付与する

ことができない。 

保護を求める部分意匠が、製品の表面の図柄、

又は図柄と色彩の組み合わせの設計（立体形状

がなく、例えば、バイクの表面の図柄）のみで

ある場合、専利権を付与することはできない。 
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中科コメント 

 部分意匠は、製品に相対的に独立した領域を形成できるか、又は相対的に完備した設計ユニ

ットを構成できるものでなければなりません。製品上の非立体形状（点、線、面、非立体表

面図柄）及び任意で切り取る不規則な部分は、部分意匠の保護の客体に該当しません。 

 もし、部分意匠に上記権利付与不可のリスクが存在するのであれば、中国意匠出願の提出時

に保護を求める部分を補正したり全体意匠に変更したりすることをおすすめします。 

1-3.部分意匠に係わる単一性及び類似設計（第一部分第三章 9.1,9.2） 

２０２１年施行規定 ２０２４年施行改正概要 

専利法第３１条第２項の規定に基づき、１件

の出願における各意匠は同一製品における意匠

でなければならない。 

 

一般的に、全体観察から、その他の意匠と基

本意匠とは、同一または類似した設計特徴を備

えており、かつ両者間の相違が局部における細

かな変化、当該種別の製品の慣用設計、設計ユ

ニットの並びの繰り返し又は単なる色彩要素の

変化などにある場合、通常両者が類似する意匠

であると考える。 

 

専利法第３１条第２項の規定に基づき、１件

の出願における各意匠は同一製品における全体

又は部分の意匠でなければならない。 

 

一般的に、全体観察から、その他の意匠と基

本意匠とは、同一または類似した設計特徴を備

えており、かつ両者間の相違が局部における細

かな変化、当該種別の製品の慣用設計、設計ユ

ニットの並びの繰り返し、全体における部分意

匠の位置及び／若しくは比例関係の通常の変化

又は単なる色彩要素の変化などにある場合、通

常両者が類似する意匠であると考えられる。 

 

同一製品における２つ以上の接続関係のない

部分の意匠は、機能又は設計上の関連性があり、

且つ特定の視覚的効果を形成する場合には一つ

の意匠とすることができる。例えば眼鏡の２つ

の脚のデザイン、携帯電話の４隅のデザイン。 

 

セットとなった製品における各意匠は、製品

の部分意匠ではなく、製品の全体意匠としなけ

ればならない。 

中科コメント 

 同一製品における、機能又は設計上の関連性があり、且つ特定の視覚的効果を形成する複数

の部分を一つの部分意匠出願として提出することができます。 

 全体における部分意匠の位置及び／又は比例関係の通常の変化という相違点のみがある複数

の部分意匠は類似設計とされますので、重複の権利付与の発生を回避するように、同一の意

匠出願において提出しなければなりません。 

 同一の製品における製品の全体設計及び製品の部分設計は類似設計に属しますと、同一の出

願において提出することができます。 

 部分意匠はセットとなった製品に適用しません。 
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1-4.部分意匠に係わる分割出願（第一部分第三章 9.4） 

２０２１年施行規定 ２０２４年施行改正概要 

元の出願が製品全体の意匠である場合、その

一部を分割出願として提出することができな

い。例えば、ある専利出願は、その保護を求め

るものがバイクの意匠である場合、バイクの部

品を分割出願として提出してはならない。 

元の出願が製品全体の意匠である場合、その

一部を分割出願として提出することができな

い。例えば、ある専利出願は、その保護を求め

るものがバイクの意匠である場合、バイクの部

品又は部分に関する意匠を分割出願として提出

してはならない。 

元の出願は製品の部分意匠である場合、その

全体又は他の部分に関する意匠を分割出願とし

て提出してはならない。 

中科コメント 

 分割出願により、製品の全体意匠から部分意匠への、部分意匠から全体意匠への、ある部分

意匠から他の部分意匠への変更を図ることは許容されません。 

1-5.部分意匠の補正（第一部分第三章 10.1,10.2） 

２０２１年施行規定 ２０２４年施行改正概要 

出願人の自発的補正について、審査官はまず

補正の提出日が出願日から２ヶ月以内であるか

否かを確認しなければならない。２ヶ月を超え

た補正について、補正された書類が元の出願書

類の欠陥を取り除き、かつ権利付与の見通しが

ある場合、当該補正書類を認めてもよい。認め

られなかった補正書類について、審査官は未提

出とみなす通知書を発行しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出願人が提出した、通知書に指摘された欠陥

に対する補正でない内容を含む補正書類につい

て、もしその補正が専利法第３３条の規定に合

致し、かつ元の出願書類にある欠陥を取り除き、

権利付与の見通しがある場合、当該補正を通知

書に指摘された欠陥に対する補正と見なすこと

ができ、当該補正された出願書類は受け入れら

れるものである。 

出願人の自発的補正について、審査官はまず

補正の提出日が出願日から２ヶ月以内であるか

否かを確認しなければならない。２ヶ月を超え

た補正について、補正された書類が元の出願書

類の欠陥を取り除き、かつ権利付与の見通しが

ある場合、当該補正書類を認めてもよい。認め

られなかった補正書類について、審査官は未提

出とみなす通知書を発行しなければならない。

ただし、次の補正について、元の出願書類に存

在する欠陥を取り除くものであるとせず、２ヶ

月の自発的補正期間を超えた理由にて未提出と

みなす通知書を発行しなければならない。 

（１）全体意匠を部分意匠に補正した場合； 

（２）部分意匠を全体意匠に補正した場合； 

（３）同一の全体製品におけるある部分意匠

を他の部分意匠に補正した場合。 

 

出願人が提出した、通知書に指摘された欠陥

に対する補正でない内容を含む補正書類につい

て、もしその補正が専利法第３３条の規定に合

致し、かつ元の出願書類にある欠陥を取り除き、

権利付与の見通しがある場合、当該補正を通知

書に指摘された欠陥に対する補正と見なすこと

ができ、当該補正された出願書類は受け入れら

れるものである。 
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 ただし、次のような場合には、補正された内

容が元の図面又は写真が表示する範囲を超えて

いなくても、通知書に指摘された欠陥に対する

補正とみなすことができないので、受け入れら

れない。 

（１）全体意匠を部分意匠に補正した場合； 

（２）部分意匠を全体意匠に補正した場合； 

（３）同一の全体製品におけるある部分意匠

を他の部分意匠に補正した場合。 

中科コメント 

 元の図面又は写真の範囲を超えない場合、同一の意匠出願において提出日から起算して２ヶ

月以内の自発的補正により製品の全体意匠から部分意匠への、部分意匠から全体意匠への、

ある部分意匠から他の部分意匠への変更を図ることができますが、一旦当該期限を逃しまし

たら、当該変更が許容されなくなります。因みに、分割出願にしてもこのような変更が許容

されません。 

 中国意匠出願の提出時、要求に合致しない部分意匠に対して中国実務向けの補正を行ってい

ない場合、提出日から起算して２ヶ月以内にその補正を完了し、自発的補正の方式で提出す

る必要があります。 

1-6.部分意匠出願の分類番号（第一部分第三章 12.3.3） 

２０２１年施行規定 ２０２４年施行改正概要 

部分意匠出願の分類番号に係る関連規定無し 意匠専利出願が製品の部分意匠である場合、

製品の全体及び部分に対応する分類番号を付与

しなければならない。製品の部分そのものが部

品として分類番号を付与されることができない

場合、製品全体に対応する分類番号さえ付与す

ればよい。 

中科コメント 

 部分意匠の分類番号は製品全体と部分意匠との両方の分類番号を含まなければなりません

が、部分意匠そのものに分類番号が存在しない場合、その限りではありません。 

1-7.無効宣告手続における部分意匠の審査規則（第四部分第五章 5.1.2,5.2.4.2,6） 

２０２１年施行規定 ２０２４年施行改正概要 

部分意匠の無効宣告手続に係わる関連規定無

し 

係争意匠専利と引例設計が実質的に同一であ

る事情を追加： 

（６）その相違点は、部分意匠が保護を求め

る部分が製品全体における位置及び／又は比例

関係の通常の変化にある。 

 

係争の部分意匠の範囲確定に関する内容を追

加： 

部分意匠に対しては、保護を求める部分の形

状、図柄、色彩に準じるとともに、当該部分の

示される製品における位置及び比例関係を考慮

しなければならない。 
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 部分意匠の特徴の組み合わせに係わる内容を

追加： 

組み合わせに使用できる従来設計の特徴は、

物理的又は視覚的に自然に区別できる設計であ

り、相対的に独立した視覚効果があるべきであ

る。任意に区切される点、線及び面は、組み合

わせに使用できる従来設計の特徴に属しない。

ただし、係争専利が部分意匠である場合、従来

設計における対応部分は組み合わせに使用され

る従来設計の特徴とみなすことができる。 

中科コメント 

 全体における部分意匠の位置及び／又は比例関係の通常の変化という相違点のみがある複数

の部分意匠は実質的に同一の設計に該当します。 

 保護を求める部分の示される製品における位置及び比例関係は部分意匠の保護範囲に対して

限定作用を有します。 

 部分意匠専利について、従来設計における特徴の組み合わせはより柔軟になります。 

 

 

 

II.グラフィカルユーザーインターフェース（ＧＵＩ）に係わる製品意匠（第一部分第

三章） 

2-1.ＧＵＩの提出方式（第一部分第三章 4.5） 

２０２１年施行規定 ２０２４年施行改正概要 

グラフィカルユーザーインターフェース（Ｇ

ＵＩ）に係わる製品意匠とは、製品の設計要点

としてＧＵＩを含む設計を指す。 

 

 

 

設計要点がＧＵＩのみにある製品について、

製品におけるＧＵＩのある側の図面だけを提出

したり、直接その製品をディスプレイスクリー

ンパネルと書いたりすることができるが、携帯

電話やパソコンなど、そのディスプレイスクリ

ーンパネルを使用する具体的な製品を逐一挙げ

なければならない。 

 

 

 

設計要点がＧＵＩのみにあるものではない製

品について、六面図を提出する必要がある。 

 

グラフィカルユーザーインターフェース（Ｇ

ＵＩ）に係わる製品意匠とは、製品の設計要点

としてＧＵＩを含む設計を指す。出願人は、製

品全体の意匠または部分意匠の方式で出願する

ことができる。 

 

設計要点がＧＵＩのみにある製品意匠につい

て、出願人は部分意匠の方式で出願することが

できる。部分意匠の方式は、ＧＵＩが適用され

る製品が図面に現れるか、又は現れないとの２

つの方式がある。 

 

ＧＵＩ設計の最終製品における位置と比例関

係を明確に表示する必要がある場合、出願人は

ＧＵＩが適用される製品が現れる方式で出願す

ることができる。 

出願人は、ＧＵＩに係わる表面の製品の正投

影図を提出しなければならず、必要に応じてＧ

ＵＩの図面も提出しなければならない。 
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 任意の電子機器に適用可能なＧＵＩについて

は、出願人は、ＧＵＩが適用される製品が現れ

ていない方式で出願することができる。 

製品名称には「電子機器」という文字のキー

ワードが必要である。例えば、「電子機器用のス

クリーン・オンデマンド・ＧＵＩ」「電子機器用

の道路ナビゲーションＧＵＩ」。 

出願人がＧＵＩの図面のみを提出することが

できる。簡単な説明には製品の用途は電子機器

として概括することができる。 

中科コメント 

 ＧＵＩの保護範囲が拡大されました。何故なら、部分意匠として独立に提出することがで

き、製品の図面の提出が不要となり、且つ当該ＧＵＩを用いた電子機器は具体的な製品に限

定する必要もなくなりました。 

 ＧＵＩの一部（例えば検索バーなど）も部分意匠として提出することができます。 

 部分意匠の形式で提出されたＧＵＩについて、補正することによりＧＵＩの全体意匠から部

分意匠への、部分意匠から全体意匠への、ある部分意匠から他の部分意匠への変更を図る必

要がある場合、提出日から起算して２ヶ月以内の自発的補正により実現しなければならず、

一旦当該期間を逃しましたらその変更が許容されません。 

2-2.ＧＵＩの分類番号（第一部分第三章 12.3.3） 

２０２１年施行規定 ２０２４年施行改正概要 

ＧＵＩの分類番号だけを提供すればよい。 

 

意匠専利出願がＧＵＩに係わる製品意匠であ

る場合、その適用される製品及びＧＵＩに対応

する分類番号を付与しなければならない。ただ

し、適用される製品が現れずにＧＵＩのみで提

出する出願に対しては、ＧＵＩに対応する分類

番号だけを付与すればよい。 

中科コメント 

 適用される製品も現れているＧＵＩの分類番号は、適用される製品の分類番号とＧＵＩの分

類番号の両方を含まなければなりません。 

2-3.動的ＧＵＩ（第一部分第三章 4.5.3） 

２０２１年施行規定 ２０２４年施行改正概要 

ＧＵＩが動的図柄である場合、出願人は、少

なくとも一つの状態のＧＵＩが係わる面の正投

影図を正面図として提出しなければならない。

その他の状態については、変化状態図として、

ＧＵＩキーフレームの図面のみを提出すること

ができる。提出される図面は、動的図柄におけ

る動画の完全なる変化過程を唯一に確定するも

のでなければならない。変化状態図に注記をつ

けるときは、動的変化過程における前後順位に

基づいて注記をつけなければならない。 

ＧＵＩが動的図柄である場合、動的ＧＵＩに

ついて、出願人は、少なくとも一つの状態のＧ

ＵＩの初期状態が係わる面の正投影図面を正面

図として提出しなければならない。その他の状

態については、変化状態図として、ＧＵＩキー

フレームの図面のみを提出することもできる。

提出される図面は、動的図柄における動画ＧＵ

Ｉの完全なる変化過程を唯一に確定するもので

なければならない。変化状態図に注記をつける

ときは、変化状態図の図面の名称は、動的変化

過程における前後順位に基づいて注記をつけな

ければならない。 
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専利局は必要と認めたとき、動的ＧＵＩの変

化過程を示すビデオクラスファイルの提出を出

願人に要求することができる。 

中科コメント 

 初期状態の図面の提出が必須であることを明確にしました。 

 比較的複雑な動的ＧＵＩについて、審査官からの提出要求に備え、出願人は対応するビデオ

動画を保留した方が良いと考えられます。 

 

 

 

III.意匠における明らかな相違に対する予備審査（第一部分第三章 8.2） 

3-1.意匠における明らかな相違に対する予備審査（第一部分第三章 8.2） 

２０２１年施行規定 ２０２４年施行改正概要 

明らかな相違に係わる予備審査無し 

 

８．２節を新設: 

８．２ 専利法第二十三条第二項に基づく審

査 

専利法第二十三条第二項の規定によければ、

専利権を付与された意匠は、従来設計又は従来

設計の特徴の組み合わせと比較して、明らかな

相違を有さなければならない。 

予備審査において、審査官は意匠専利出願が

明らかに専利法第二十三条第二項の規定に合致

しないか否かについて審査する。通常の場合、

審査官は入手する従来設計と専利出願の保護を

求める意匠とを単独比較し、意匠専利出願が明

らかに専利法第二十三条第二項の規定に合致し

ないか否かについて審査することができます。 

中科コメント 

 意匠の審査が厳しくなり、審査官は意匠出願が従来設計に対して明らかな相違があるか否か

について審査し、『審査意見通知書』（即ち、拒絶理由書）を発行することができるように

なりました。 
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IV.意匠に係わる国内優先権（第一部分第三章 5.2.2） 

4-1.先願及び優先権主張の後願（第一部分第三章 5.2.2.1） 

２０２１年施行規定 ２０２４年施行改正概要 

意匠に関する国内優先権に係る関連規定無し 

 

先願及び優先権主張の後願は下記の規定に合

致しなければならない： 

（１）先願は、分割出願ではなく、発明、実

用新案又は意匠専利出願でなければならない。 

（２）先願の主題は外国優先権又は国内優先

権を主張したことがなく、または外国優先権又

は国内優先権を主張したことがあるが、優先権

を享有していない。 

（３）当該先願の主題は、専利権がまだ付与

されていない。 

（４）優先権を主張した後願はその先願の出

願日から６ヶ月以内に提出したものである。 

 

中科コメント 

 重複の権利付与を回避するために、意匠の優先権制度を活用し、改良設計又は漏れた類似設

計を一つの出願に合併することができ、さらに、全体設計と部分設計との間又は部分設計の

間の転換を実現することができます。 

 発明及び実用新案出願はいずれも意匠出願の優先権の基礎とすることができることを明確に

しました。 

4-2.先願を取り下げるとみなす手続（第一部分第三章 5.2.2.5） 

２０２１年施行規定 ２０２４年施行改正概要 

意匠に関する国内優先権に係る関連規定無し 

 

出願人が国内優先権を主張する場合、その先

願は後願の提出日から取り下げられたものとみ

なされる。ただし、意匠専利出願の出願人が発

明又は実用新案専利出願を国内優先権の基礎と

することを要求する場合を除く。 

中科コメント 

 意匠専利出願の出願人は発明又は実用新案専利出願を国内優先権の基礎とするよう要求する

場合、先願（発明又は実用新案専利出願）は取り下げられたものとみなされません。 
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V.意匠国際出願（第六部分） 

5-1.審査基礎（第六部分第一章 3.1,第二章 4） 

２０２１年施行規定 ２０２４年施行改正概要 

意匠国際出願に係る関連規定無し 意匠国際出願は国際登録日から中国で提出さ

れた意匠専利出願と同等の効力を有する。 

 

意匠国際出願の国際登録日は、専利法第二十

八条でいう出願日とみなされる。 

 

意匠国際出願の審査基礎となる書類は下記の

ものを含み得る： 

（１）国際事務局が公布した意匠国際出願の

英語書類。 

（２）専利法実施細則第百四十一条に基づい

て提出された補正書類。 

（３）専利法実施細則第五十条に基づいて提

出された英語補正書類。 

 

出願人が応答する際には、中国語で意見陳述

をし、英語で出願書類を補正しなければならな

い。 

 

中科コメント 

 ハーグ協定実施規則第１８条に基づき、中国専利局は国際公布日から１２ヶ月以内に審査を

完了しなければならず、審査基準は通常の中国意匠の審査基準と同じです。 

 中国専利局の審査基礎は英語書類です。 

5-2.簡単な説明書の審査（第六部分第二章 5.3） 

２０２１年施行規定 ２０２４年施行改正概要 

関連規定無し 国際事務局が公布した意匠国際出願に設計要

点を含む説明書が含まれる場合には、専利法実

施細則第三十一条の規定に基づいて簡単な説明

を提出したものとみなす。 

 

審査官は、簡単な説明書の内容と製品名称と

組み合わせて、意匠の図面又は写真が保護を求

める製品全体または部分に関する意匠を明確に

表現しているか否かについて審査しなければな

らない。 

 

中科コメント 

 国際段階において提出された、設計要点を含む説明書は簡単な説明とみなされます。 
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5-3.優先権の審査（第六部分第二章 6.2） 

２０２１年施行規定 ２０２４年施行改正概要 

関連規定無し 意匠国際出願は優先権主張を既に提出し、且

つ国際事務局に受け入れられた場合、優先権主

張手数料を徴収しない。 

 

国際事務局が公布した意匠国際出願に１件又

は複数の優先権が含まれる場合には、優先権の

書面声明を提出したものとみなす。 

 

国際意匠出願の出願人が優先権を主張する場

合、意匠国際出願の公布日から起算して３ヶ月

以内に、初めて提出した専利出願の副本を専利

局に提出しなければならない。先願書類の副本

には、当該副本の書誌情報の中国語訳文を含め

なくてもよい。期間が満了しても提出がない場

合には、優先権を主張していないものとみなす。 

 

先願書類の副本に記載された出願人が後願の

出願人と一致しない場合、出願人は、意匠国際

出願の公布日から起算して３ヶ月以内に、関連

の証明書類を専利局に提出しなければならな

い。出願人が期間満了まで提出しなかった場合

は、優先権を主張していないものとみなす。 

後の国際意匠出願の国際登録日までに、専利

局が先願について専利権付与通知書及び登記手

続実施通知書を発行し、かつ出願人がすでに登

記手続を行っている場合、後願は、優先権を主

張していないものとみなす。 

１件又は複数の国内優先権を主張する後の国

際意匠出願について、予備審査を経て規定に合

致すると判断された場合であって、対応する先

願が意匠専利出願であり、かつ登記手続を行っ

ていないときは、当該先の意匠出願は取り下げ

られたものとみなされる。 

取下げられたものとみなされた先願について

は、回復を請求してはならない。 

 

意匠国際出願の優先権は取下げも回復もでき

ない。 

中科コメント 

 国際段階において優先権を主張したことがあるものについて、中国専利局は優先権の書面声

明を提出したものとみなし、かつ優先権主張手数料を徴収しません。 

 優先権の副本及び証明書類は国際出願の公布日から３カ月以内に提出しなければなりませ
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ん。意匠国際出願が優先権を主張しかつ中国を指定した場合、提出期間に遅れて優先権の未

主張とみなされるのを回避するために、国際出願を提出した後、可能な限りに関連書類の提

出について中国の専利代理機構との連絡を取ることをおすすめします。 

 意匠国際出願の優先権は取下げも回復もできません。 

5-4.分割出願（第六部分第一章 3.4,第二章 5.6） 

２０２１年施行規定 ２０２４年施行改正概要 

関連規定無し 意匠国際出願の分割出願は、国内の出願とし

て取り扱われる。 

出願人が自発的に分割出願を提出する場合、

意匠国際出願の公布日から２ヶ月以内に提出し

なければならない。 

中科コメント 

 意匠国際出願の自発的分割は国際出願の公布日から２ヶ月以内に行わなければならず、この

期間を過ぎると審査官からの単一性の審査意見（即ち、拒絶理由）しかに基づいて分割する

ことができません。 

5-5.新規性喪失例外における公開（第六部分第二章 6.3） 

２０２１年施行規定 ２０２４年施行改正概要 

関連規定無し 専利法実施細則第百四十条の規定に基づき、

意匠国際出願に係わる意匠が、専利法第二十四

条第（二）号又は第（三）号に掲げる事情（新

規性喪失例外における公開）に該当する場合、

意匠国際出願を提出する際に声明し、且つ意匠

国際出願の公布日から２ヶ月以内に関連規定に

合致する証明書類を専利局に提出しなければな

らない。 

中科コメント 

 意匠国際出願の新規性の猶予期間に関する証明書類は国際出願の公布日から２ヶ月以内に提

出しなければなりません。 

5-6.記載事項の変更（第六部分第一章 3.6.1） 

２０２１年施行規定 ２０２４年施行改正概要 

関連規定無し 意匠国際出願の出願人（又は専利権者）につ

いて権利変更がされた場合、当事者は国際事務

局に関連手続を行うほか、専利法実施細則の規

定に従って専利局に証明書類を提出しなければ

ならない。 

中科コメント 

 意匠国際出願の権利変更は国際事務局での手続だけでなく、中国専利局への証明書類の提出

も必要です。 
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5-7.委託手続及び書類の送達（第六部分第二章 6.1,第四部分第三章 7） 

２０２１年施行規定 ２０２４年施行改正概要 

関連規定無し 意匠国際出願の出願人は、中国に常住所若し

くは営業所がない外国人、外国企業または外国

の他の組織であれば、拒絶査定通知書に回答し

たり、他の専利事務を行ったりする場合、中国

の専利代理機構に委託しなければならない。 

 

意匠国際出願の無効宣告手続において、中国

本土に住所のない専利権者に対しては、電子メ

ールまたは郵送、ファックス、公告などの方式

で書類を送達することができる。公告送達を用

いる場合、公告日から起算して満１ヶ月で、送

達されたものとみなす。 

中科コメント 

 意匠専利の出願人は拒絶査定通知書に回答したりその他の専利事務を取り扱ったりする際

に、中国の専利代理機構に委託して取り扱うべきであることを規定しました。 

 国際出願が権利付与されてから無効宣告手続に移行したときに専利局からの通知書を受け取

ることができないのを防止するために、もし、意匠国際出願の権利付与段階において中国の

専利代理機構に委託していなかった場合、中国専利局に提供された連絡先（例えば、提出時

に提出された電子メールアドレスなど）を定期的に、専門の担当者がチェックする必要があ

ります。 

 

 

 

VI.意匠の遅延審査（第五部分第七章 8.3） 

6-1.意匠の遅延審査（第五部分第七章 8.3） 

２０２１年施行規定 ２０２４年施行改正概要 

意匠専利の遅延審査請求は、出願人が意匠専

利出願を提出すると同時に提出しなければなら

ない。遅延期間は、遅延審査請求の発効日から

１年、２年又は３年である。 

 

 

意匠専利の遅延審査請求は、出願人が意匠専

利出願を提出すると同時に提出しなければなら

ない。遅延期間は月単位とし、最長の遅延期間

は遅延審査請求の発効日から起算して３６ヶ月

とする。 

出願人は、遅延期間の満了前において、遅延

審査請求の取下げを請求することができる。規

定に合致する場合、遅延の期間は終了し、専利

出願は順に従って審査待ちとなる。 

中科コメント 

 意匠専利出願の遅延審査期間を月単位とするよう改正され、かつ取下げを請求することがで

きるようになりますので、出願人が意匠について遅延審査制度をより柔軟に活用し、自らの

ニーズに応じて意匠専利の公開時間を調整することに寄与します。 

 


